
 

 

 

★キャッシュレス・消費者還元事業の登録開始★ 
キャッシュレス還元事業の参加登録の受付が開始と

なりました。しかし一部の決済事業者においては、8 

月以降に申し込み受付が開始となっております。 

消費税還元事業とは、2019 年 10 月 1 日の消費税率

引き上げ後の2019年10月から2020年6月までの9ヵ

月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレ

ス手段を使ったポイント還元等を支援する事業です。

クレジットカード等のキャッシュレス決済を使った消

費者に対して、中小事業者での決済の場合は購入額の

５％のポイントが還元されます。 

ポイント還元の対象店舗となるためには、 

① 決済事業者（クレジットカード会社等）が本制度に 

参加していること 

② 参加している決済事業者の加盟店（顧問先様）が本 

制度に参加登録していること 

 が必要となります。 

この制度に参加している決済事業者①については、 

キャッシュレス消費者還元事業 https://cashless.go.jp 
の「中小・小規模事業者のみなさま」よりご確認いた 

だけます。なお、キャッシュレス決済事業者(クレジッ

トカード会社等)ごとに登録が必要となります。 

◆すでにキャッシュレス決済端末をお持ちの場合 

「登録手続き」  

③ 1社目の決済事業者(クレジットカード会社等)に登

録手続き完了後、加盟店 ID が発行されます。 

(加盟店 ID 発行は１回のみです。) 

④ 2社目以降の決済事業者(クレジットカード会社等) 

への登録については、発行された加盟店 ID を用い 

て登録手続きを行います。 

◆対象となる主な決済手段 

クレジットカード (デビットカード)、電子マネー、

ＱＲコード、モバイル決済 

◆キャッシュレス還元事業の対象外となる事業者 

 保険医療機関、保険薬局(ＯＴＣ医薬品や日用品等 

の消費税課税取引ついては対象)、介護サービス事 

業者、宗教法人、生命保険会社、損害保険会社、学

校及び専修学校、風俗営業等 

◆補助の対象外となる取引 

 郵便切手類、印紙、商品券及びプリペイドカード等

の販売、四輪自動車(新車・中古車)の販売(二輪自

動車の販売は対象)、新築住宅の販売、宝くじ・ス

ポーツ振興くじ・競馬競輪競艇オトーレースの投票

券、収納代行サービス及び代金引換サービス等 

登録手続きについてご不明点等がありましたら、各担 

当者までお問い合わせをお願いします。 
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☆ コラム（飯島のつぶやき） ☆ 

ソムリエ 

2017 年に日本ソムリエ協会のワインエキスパート

の資格をとり、その後、ドイツワインケナー、サケディ

プロマ、きき酒師の資格を取りました。 

ワインエキスパートはソムリエの試験と同じで、実

技がないだけなのですが、それを説明するのにいささ

か面倒になりました。 

そこで、今回、全日本ソムリエ連盟のソムリエの資

格を取得しました。これで堂々と「ソムリエ」という

資格を持っていると言うことができます。 

最近では、ソムリエの目線で飲食店のアドバイス等

もさせて頂いております。 

おもてなし 

今回のソムリエの勉強で、「おもてなし」と「もてな

し」の話を聞くことができました。来年の東京オリン

ピックに向けて巷でも騒がれていますよね。 

「おもてなし」は無償のサービス、「もてなし」は有

償のサービス。つまり、飲食店等が行う、もてなしの

サービスは、業務の一環です。ですのでプロとしての

資質が問われるのです。 

キャッシュレス消費者還元事業の申請手続の代行 

左記のようにキャッシュレス消費者還元事業ができ

る会社あるいは店舗は、なるべく早く申請することを

お勧めします。そうしないと 10/1 からスタートに間

に合いません。 

そうは言っても、面倒くさそうだし、難しそうだし、

時間もないしと思っている方も多いと思います。 

実際、当事務所でも申請してみましたが、やはり、

ネットで入力する項目は多いし、3 ヶ月以内の登記簿

謄本、開業届の写しなど、必要書類もあります。 

そこで、この面倒な手続きの一切を当事務所が代行

することにしました。 

料金は下記のとおりです。 

申請先決済事業者１件につき、1 万円、２件目以降

は 5 千円（いずれも消費税別）。 

ご希望の方は、担当者にお問合せください。 

今月の一言 

『肩書きや立場に頼らず人間力で生きている人』 

肩書があるのに、肩書を感じさせない人。 

立場があるのに、立場を感じさせない人。 

肩書を私の脳から消えさせてしまうような。 

人間力だけで接してくれる人、そんな人と出会う私

は幸せですね。学ばせられますね。 

こんな人になりたいと思わせてくれる人。 
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